
 

上野原市農業委員会の委員の選任に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

令和８年２月２７日 

 

上野原市長 

 

上野原市規則第５号 

上野原市農業委員会の委員の選任に関する規則の一部を改正する 

規則 

上野原市農業委員会の委員の選任に関する規則（平成２９年上野原市

規則第４号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号、様式第２号及び様式第３号中「オ．人・農地プランの中

心的経営体（法人の場合は役員等）」を「オ．地域計画の担い手（法人

の場合は役員等）」に、「才」を「歳」に改める。 

附　則  

　この告示は、令和８年３月１日から施行する。 


